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１ 介護保険制度のねらい 

(1) 介護の負担を社会全体で支えあいます。 

家族が中心となって支えてきた介護を社会全体で支えあい、家族の負担をできるかぎり少なく

しようと考えられています。 

(2) 住み慣れた地域で暮らし続けることを大切に考えます。 

高齢者が住み慣れた地域や家庭での生活が続けられるよう、24時間対応を視野に入れた在宅介

護をめざしています。 

(3) できるかぎり自立した生活が送れるようお手伝いします。 

すべての市民がひとりの人間として尊厳をもって人生を全うできるよう、介護や支援が必要に

なった場合でも、できるかぎり自立した生活を送るためのサービスを提供します。 

(4) 利用者一人ひとりの状態にあわせた総合的なサービスの提供をめざします。 

介護保険制度では、利用者の希望を尊重し、一人ひとりの状態にあわせて、保健・医療・福祉

のサービスを総合的・効果的に行います。そのため、利用者に必要な援助に関する知識・技術を

もった介護支援専門員（ケアマネジャー）が、サービスの利用計画（ケアプラン）の作成などを

お手伝いします。 

 

２ 介護保険制度のあらまし 

(1) 介護保険制度は、札幌市が運営する制度です。 

   ① 平成12年４月に介護保険法が施行され、サービスの利用が開始されました。 

   ② 札幌市が、市民、サービス事業者、介護支援専門員（ケアマネジャー）などと協力して、介護

保険制度を運営します。 

(2) 40歳以上の市民が介護保険に加入します。 

40歳以上の方が被保険者（加入者）となって保険料を負担し、介護や支援が必要と認定された

ときに、費用の１割～３割を支払って介護サービスを利用する仕組みです。 

 第 １ 号 被 保 険 者  第 ２ 号 被 保 険 者  

対 象 者 65 歳以上の方 
40歳以上65歳未満の医療

保険に加入している方 

介護保険の 
サービスを 

利用できる人 

・寝たきりや認知症などで、入浴、排せつ、

食事などの日常の生活動作について、常に

介護が必要な状態（要介護状態）と認定さ

れた方 

・掃除、洗濯、買物など身のまわりのことが

できないなど、日常生活に支援が必要な状

態（要支援状態）と認定された方 

初老期認知症、脳血管疾

患などの老化が原因とされ

る16種類の病気により、介

護や支援が必要な状態（要

介護、要支援状態）と認定

された方 

保険料の決め方 
保険料は、介護サービス費用の見込み額等

に応じて、３年ごとに設定されます。 

加入している医療保険の

算定方法により決められま

す。 

保険料の納め方 
原則として年額18万円以上の年金を受けて

いる方は、年金から天引きされます。それ以

外の方は、個別に納めます。 

加入している医療保険の

保険料に上乗せして納めま

す。 



－20－ 

３ 保険料の決め方と納め方 

(1) 65 歳以上の方（第１号被保険者）の保険料の決め方と納め方 

・ 保険料は、前年の所得などに応じ、下表の区分にしたがって決められます。 

・ 一定額（年額18万円）以上の年金を受けている方は、原則として年金から天引きされます。

それ以外の方は、個別に納付書や口座振替などにより納めます。 

 

【令和５年度（2023 年度）の保険料】 

段階 対象者 各年度の保険料 負担割合 

第１段階 

・生活保護を受給している方 

・中国残留邦人等の方々のための支援給付を受けている方 

・老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税の方 

・世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の公的年金収入金額と合

計所得金額の合計が 80 万円以下の方 

２０，７８１円 
基準額 

×0.30 

第２段階 
世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の公的年金収入金額と合計

所得金額の合計が 80 万円を超え 120 万円以下の方 
３４，６３５円 

基準額 

×0.50 

第３段階 
世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の公的年金収入金額と合計

所得金額の合計が 120 万円を超える方 
４８，４８９円 

基準額 

×0.70 

第４段階 
世帯の中に市町村民税課税者がいて、本人が市町村民税非課税で、本人

の前年の公的年金収入金額と合計所得金額の合計が 80 万円以下の方 
６２，３４３円 

基準額 

×0.90 

第５段階 
世帯の中に市町村民税課税者がいて、本人が市町村民税非課税で、本人

の前年の公的年金収入金額と合計所得金額の合計が 80 万円を超える方 

６９，２７０円 

(月額 5,773 円) 
基準額 

第６段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 125 万円未満の方 ７９，６６１円 
基準額 

×1.15 

第７段階 
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 125 万円以上 200 万円

未満の方 
８６，５８８円 

基準額 

×1.25 

第８段階 
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 200 万円以上 350 万円

未満の方 
１０３，９０５円 

基準額 

×1.50 

第９段階 
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 350 万円以上 500 万円

未満の方 
１２１，２２３円 

基準額 

×1.75 

第 10 段階 
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 500 万円以上 600 万円

未満の方 
１３８，５４０円 

基準額 

×2.00 

第 11 段階 
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 600 万円以上 700 万円

未満の方 
１４５，４６７円 

基準額 

×2.10 

第 12 段階 
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 700 万円以上 800 万円

未満の方 
１５２，３９４円 

基準額 

×2.20 

第 13 段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 800 万円以上の方 １５９，３２１円 
基準額 

×2.30 

※ 実際に納める保険料は、この表を基に算出した金額から 10 円未満を切り捨てた額となります。 

 

(2) 40歳以上65歳未満の方（第２号被保険者）の保険料 

   ① 職場の健康保険に加入している方 

    ・ 保険料は加入している医療保険や給与額に応じて異なり、通常は給与から控除されます。 

    ・ 被扶養者分は、原則として各医療保険の被保険者全体で負担しますので、個別に納める必要

はありません。 

   ② 国民健康保険に加入している方 

    ・ 保険料は所得に応じて異なり、世帯ごとに世帯主が納めます。 
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お住まいの区の区役所に申請 

申請は、区役所の保健福祉課で受

け付けます。 

訪問調査 

区の職員または(社福)札幌市社会福祉

協議会の職員が、調査員として家庭や施

設に伺い、食事や入浴などの日常生活動

作など74項目について調査を行います。

主治医からも意見を求めます。 

介護認定審査会 

訪問調査の結果と主治医の意見書を

もとに、保健・医療・福祉の専門家

５人で構成する「介護認定審査会」

が、介護の必要性の有無やその程度

について審査します。審査は、全国

一律の基準に従って行います。 

認定結果通知 

申請から原則30日以内に、どの程度の介護が必要

か７段階（要支援１・２、要介護１～５）に分け

て認定結果を通知します。認定の結果については、

北海道に設置される「介護保険審査会」に不服の

申し立てをすることができます。 

介護（予防）サービス計画（ケアプラン）の作成 

要介護１～５に該当した方は、ケアマネジャーが

利用者にあわせた介護サービス計画を作成しま

す。要支援１・２に該当した方は、お住まいの地

区の地域包括支援センターの職員が介護予防サー

ビス計画を作成します。ケアプランは自分でも作

成することができます。 

※再申請 

ケアプランの見直し 

最寄りの区役所やケアマネジャーなどへ相談 

介護保険制度やサービスの利用などに関する相談は、

最寄りの区役所保健福祉課や地域包括支援センター、

身近なケアマネジャーなどが行います。 

４ サービスを利用するための手続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

サービス利用についてケアマネジャーがお手伝いします 

介護支援専門員（ケアマネジャー）は、 

・制度やサービス利用に関する相談       ・要介護認定申請の代行 

・介護サービス計画（ケアプラン）の作成    ・サービス利用の調整 

など、サービス利用について様々な支援を行います。ケアマネジャーのいる居宅介護支援事業所などの

一覧表は、各区役所保健福祉課または地域包括支援センターなどで配布しています。 

② 

④ 

⑤ 

⑥ 

① 

③ 

日常生活に 

介護や支援が 

必要になったら 

⑦ 

介護（予防）サービスの提供 

介護（予防）サービス計画に

基づいて、在宅や施設での

サービスが利用できます。 
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５ 介護予防・日常生活支援総合事業について 

◆ 平成 29年４月より、「介護予防・日常生活支援総合事業」（以下「総合事業」という。）が開始さ

れ、平成 30 年４月より介護予防サービスの訪問介護と通所介護が、全国一律の基準で行われる保険

給付から市町村事業へ移行しました。 

◆ 要支援認定を受けた方や、要支援認定を受けていた方で、総合事業のサービスのみの利用を希望し、

要支援認定の更新申請をしないで、手続きがより簡易な基本チェックリストによる確認を受けた方（事

業対象者）を対象に「介護予防・生活支援サービス事業」を行います。 

◆ 介護予防・生活支援サービス事業については、「訪問型サービス」と「通所型サービス」がありま

す。サービス内容については 25ページを参照願います。 

◆ その他、65歳以上で介護予防活動への参加を希望する方を対象とした介護予防教室などの「一般介

護予防事業」を行っています。 

◆ 訪問型サービスと通所型サービスの利用について 

 ●要支援認定が必要となる場合 

 ① 初めて利用を希望する方 

 ② 要支援認定の更新時期を迎えた第２号被保険者 

 ③ 要支援認定の更新時期を迎えた下記の方 

   ・介護予防サービス（福祉用具貸与等）の利用を希望される方 

・要支援１相当のサービス量で不足する方 

・要支援認定の更新を希望される方 

●基本チェックリストによる事業対象者の確認で可能となる場合 

 要支援認定の更新時期を迎えた 65 歳以上の方で、訪問型サービス・通所型サービスのみの利用を

希望され、上記①から③に該当しない方 

◆ 総合事業サービス計画（ケアプラン）の作成について 

総合事業のサービス利用については、地域包括支援センターのケアマネジャーがケアプランの作成

の他、介護保険のサービスと同様に様々な支援を行っています。 
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６ サービス利用時の費用負担及び支給限度基準額 

◆ 介護保険のサービス（総合事業の介護予防・生活支援サービスも含む）を利用したときは、費用の

１割～３割を利用者が負担します。その他の日常生活費などは全額利用者が負担するとともに、施設

に入所（短期入所を含む）したときは食費・居住（滞在）費、通所サービスを利用したときは食費も

全額利用者が負担します。 

◆ サービスを利用したときに支払う１割～３割の利用者負担額が一定の上限額を超えたときは、申請

により、その超えた額が高額サービス費（総合事業の介護予防・生活支援サービスを利用した場合は

高額介護予防サービス費相当事業費）として給付されます（この場合の利用者負担額には、施設など

における食費・居住（滞在）費・日常生活費・その他保険給付外のサービスに係る費用・福祉用具購

入や住宅改修に係る利用者負担分は含まない）。 

◆ 同一世帯に介護保険サービス利用者（総合事業の介護予防・生活支援サービスも含む）が複数いる

場合は、世帯全員の利用者負担額を合算することができます。 

◆ 下表に掲げる所得が低い方は、利用者負担上限額が低く設定され、それに応じた高額サービス費が

給付されるほか、介護保険施設に入所（短期入所を含む）するときも申請により、食費・居住（滞在）

費の負担限度額と基準費用額の差額が特定入所者介護サービス費として給付されます。 

◆ 災害その他の特別な事情によって利用者負担が減免となる場合もあります。 

 

《高額サービス費の利用者負担上限額》 

利用者負担段階 
利用者負担上限額 

個人の場合 世帯合算の場合 

第１段階 

生活保護を受給している方、世帯全員が市町

村民税非課税で、老齢福祉年金を受給してい

る方 
15,000 円／月 

24,600 円／月 

 第２段階 

世帯全員が市町村民税非課税で本人の公的年

金収入額（※１）と合計所得金額（※２）の

合計が 80万円以下の方 

第３段階 
世帯全員が市町村民税非課税で利用者負担段

階が第１・２段階以外の方 
24,600 円／月 

第４段階 
市町村民税課税世帯で、 

第１～３段階及び第５～６段階以外の方 
44,400 円／月 

第５段階 

同一世帯内の第 1号被保険者に課税所得が 

380 万円～690 万円未満（年収約 770 万円～約

1,160 万円未満）の方がいる世帯 

93,000 円／月 

第６段階 

同一世帯内の第 1号被保険者に課税所得が  

690 万円以上（年収約 1,160 万円以上）の方が

いる世帯   

140,100 円／月 

 ※１ 公的年金収入額には遺族・障害年金などの非課税年金は含みません。 

 ※２ 合計所得金額とは実際の収入金額ではなく、年金の所得や給与所得などの合計で、扶養など

の控除額を引く前の金額です。 

    なお、合計所得金額がマイナスの場合は「０円」として計算します。 

 ※３ 第１段階の世帯負担上限額は、個別に異なる場合がありますので、区保健福祉課にご確認く

ださい。 
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《特定入所者介護サービス費の負担限度額（日額）》 

利用者負担段階 

負担限度額 

食費 

（短期入所利用時） 

居住（滞在）費 

※３ 

第１段階 

生活保護を受給している方、世帯全員及び配偶者

（※１）が市町村民税非課税で一定以上の資産が

なく、老齢福祉年金を受給している方 

300 円／日 

(300 円／日) 
０円／日 

第２段階 

世帯全員及び配偶者（※１）が市町村民税非課税

で、一定以上の資産がなく、本人の課税年金収入

額と非課税年金収入額と合計所得金額（※２）の

合計が 80万円以下の方 

390 円／日 

(600 円／日) 
370 円／日 

第３段階① 

世帯全員及び配偶者（※１）が市町村民税非課税

で、一定以上の資産がなく、本人の課税年金収入

額と非課税年金収入額と合計所得金額（※２）の

合計が 80万円を超え、120 万円以下の方 

650 円／日 

(1,000 円／日) 
370 円／日 

第３段階② 

世帯全員及び配偶者（※１）が市町村民税非課税

で、一定以上の資産がなく、本人の課税年金収入

額と非課税年金収入額と合計所得金額（※２）の

合計が 120 万円を超える方 

1,360 円／日 

(1,300 円／日) 
370 円／日 

 ※１ 住民票が別世帯となっている場合及び婚姻届を出していない事実婚の場合を含みます。 

 ※２ 合計所得金額とは実際の収入金額ではなく、年金の所得や給与所得などの合計で、扶養など

の控除額を引く前の金額です。 

    なお、合計所得金額がマイナスの場合は「０円」として計算します。 

 ※３ 居住（滞在）費は「多床室（特養）」に入所（滞在）する場合の例であり、利用する居室種

類により異なります。 

 

《要介護度に応じた支給限度基準額》 

要介護度等 
支給限度基準額 

（１か月当たり） 

事業対象者 
5,032 単位 

要 支 援 １ 

要 支 援 ２ 10,531 単位 

要 介 護 １ 16,765 単位 

要 介 護 ２ 19,705 単位 

要 介 護 ３ 27,048 単位 

要 介 護 ４ 30,938 単位 

要 介 護 ５ 36,217 単位 

 

 



Ⅱ 介護保険制度 

－25－ 

７ 利用できるサービスとその内容 

総合事業（介護予防・生活支援サービス） サービス費用の（ ）内は利用者負担額（１割の場合） 

 ① 訪問型サービス 

  ●訪問介護相当型【ホームヘルプサービス】 

    ホームヘルパーが訪問し、一人ではできない調理、掃除、洗濯などの生活援助を行い、自分で

できることが増えるよう支援します。利用回数や時間による報酬及び月定額の報酬を併用。 

訪
問
介
護
相
当
型 

事業対象者 

要支援１・２ 

週１回程度利用の場合 

（月４回/60 分以上の利用） 

12,006 円 

（1,201 円） 

週２回程度利用の場合 

（月８回/60 分以上の利用） 

23,983 円 

（2,399 円） 

要支援２ 週２回を超える利用の場合 
38,052 円 

（3,806 円） 

  ●短期集中予防型サービス 

    看護師などの専門職が、介護予防や生活機能の改善に向けた支援を行います。 

    利用者負担額はなし。 

 

 ② 通所型サービス【デイサービス】 

   事業所において、生活援助を行うほか、その人の生活目標に合わせた運動機能の向上、健康管理、

仲間づくりなどを支援します。４時間以上で、主に健康管理や日常生活上の支援を行う「通所介護

相当型」と、４時間未満で、主に運動や機能訓練に特化した支援を行う「時間短縮型」があります。

利用回数による報酬及び月定額の報酬を併用。 

 

 

通
所
介
護
相
当
型 

事業対象者 

要支援１ 

週１回程度 

（月４回の利用） 

16,954 円 

（1,696 円） 

運動器機能向上、栄養改善な
どの加算をされる場合があり
ます。 
 
 
 
※この他に食費等の実費を
負担していただく場合があ
ります。 

要支援２ 
週２回程度 

（月８回の利用） 

34,759 円 

（3,476 円） 

時
間
短
縮
型 

事業対象者 

要支援１ 

週１回程度 

（月４回の利用） 

13,557 円 

（1,356 円） 

要支援２ 
週２回程度 

（月８回の利用） 

27,803 円 

（2,781 円） 

  

介護予防サービス、介護サービス サービス費用の（ ）内は利用者負担額（１割の場合） 

 ① 訪問によるサービス 

  ●訪問介護【ホームヘルプサービス】 

    ホームヘルパーが居宅に訪問し、食事・入浴・排せつなどの身体介護や、調理・掃除などの生

活支援を行います。 
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   介 護 訪問介護の区分、回数、時間による報酬。 

       ※ 訪問介護の区分は「身体介護」「生活援助」「通院等のための乗車又は降車の介助」

の３種類となります。 

身体介護 

（１時間以上１時間 30 分未満の場合） 

5,911 円 

（592 円） 

早朝（午前６時～８時）と 

夜間（午後６時～10時）は 

25％加算 

深夜（午後10時～午前６時） 

は50％加算 

生活援助（45分以上の場合） 
2,297 円 

（230 円） 

通院等のための乗車又は降車の介助 
1,010 円 

（101 円） 

※ 初回加算などがあります。 

 

  ●（介護予防）訪問看護 

    訪問看護ステーションや医療機関の看護師などが居宅を訪問して、主治医と連絡をとりながら

病状を観察したり床ずれの手当てなどを行います。 

   予 防 １回ごとの報酬。 

機関 
時間 

訪問看護ステーション 病院・診療所 
早朝（午前６時～８時）と 

夜間（午後６時～10時）は 

25％加算 

深夜（午後10時～午前６時） 

は50％加算 

30 分以上～60 分未満

の場合 

8,086 円 

（809 円） 

5,635 円 

（564 円） 

介 護 １回ごとの報酬。 

機関 
時間 

訪問看護ステーション 病院・診療所 
早朝（午前６時～８時）と 

夜間（午後６時～10時）は 

25％加算 

深夜（午後10時～午前６時） 

は50％加算 

30 分以上～60 分未満

の場合 

8,382 円 

（839 円） 

5,850 円 

（585 円） 

※ 早朝、夜間、深夜、緊急時訪問看護、特別管理、ターミナルケアなどの加算があります。 

※ 末期の悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める疾病等の患者については、医療保険の給付の対象となります。 

また、医師から利用者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行なう必要がある旨の特別指示があっ 

た場合も同様に医療保険の給付の対象となります。 

 

  ●（介護予防）訪問リハビリテーション 

    理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問して日常生活の自立を助けるためのリハビ

リテーションを行います。 

   予 防 介 護 １回（20分）ごとの報酬。 

20 分につき 
3,122 円 

（313 円） 

※ 短期集中リハビリテーション実施加算、サービス提供体制強化加算などの加算があります。 
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  ●（介護予防）居宅療養管理指導 

    医師、歯科医師、薬剤師などが居宅を訪問して、医学的な管理や指導を行います。 

   予 防 介 護 １回ごとの報酬。 

医師 

在宅の利用

者 

単一建物居住者

が 1人の場合 
5,140 円（514 円） 月２回まで 

※１ 
単一建物居住者

が 1人の場合 
2,980 円（298 円） 月２回まで 

歯科医師 
単一建物居住者

が 1人の場合 
5,160 円（516 円） 月２回まで 

薬剤師 

医療機関 
単一建物居住者

が 1人の場合 
5,650 円（565 円） 月２回まで 

薬局 
単一建物居住者

が 1人の場合 
5,170 円（517 円） 月４回まで ※２ 

管理栄養士 
単一建物居住者

が 1人の場合 
5,440 円（544 円） 月２回まで 

歯科衛生士 
単一建物居住者

が 1人の場合 
3,610 円（361 円） 月４回まで 

※１ 在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定する場合。 

※２ 末期の悪性腫瘍等特定の状態にある場合は、月 8回まで。 

 

  ●（介護予防）訪問入浴介護 

    入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。 

    １回ごとの報酬。清拭や部分浴のみ行う場合は、下記に 70／100 を乗じた費用になります。 

   予 防 看護職員１人と介護職員１人が行った場合。 

１回につき 
8,698 円 

（870 円） 
 

   介 護 看護職員１人と介護職員２人が行った場合。 

１回につき 
12,864 円 

（1,287 円） 
 

※ サービス提供体制強化加算などがあります。 

 

 ② 通所や短期入所して受けるサービス 

  ●通所介護【デイサービス】 

    事業所などに通い、入浴や日常動作訓練、レクリエーションなどが受けられます。 

   介 護 １回ごとの報酬。下記は通常規模型７時間以上８時間未満１回分の費用。 

要介護１ 6,641 円（665 円） 

入浴、個別機能訓練、栄養改善、口腔機能向上

などの加算があります。 

※別に食費などを負担する必要があります。 

要介護２ 7,838 円（784 円） 

要介護３ 9,085 円（909 円） 

要介護４ 10,322 円（1,033 円） 

要介護５ 11,579 円（1,158 円） 
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  ●（介護予防）通所リハビリテーション【デイケア】 

    介護老人保健施設や医療機関などで日常生活上の支援や、リハビリテーションなどが受けられ

ます。 

   予 防 月定額の報酬。 

要支援１ 20,879 円（2,088 円） 運動器機能向上などの加算があります。 

 

※別に食費等を負担する必要があります。 要支援２ 40,669 円（4,067 円） 

   介 護 １回ごとの報酬。下記は通常規模型７時間以上８時間未満１回分の費用。 

要介護１ 7,698 円（770 円） 

入浴、リハビリテーションマネジメント、短期

集中個別リハビリテーション実施、栄養改善、

口腔機能向上などの加算があります。 

※別に食費などを負担する必要があります。 

要介護２ 9,122 円（913 円） 

要介護３ 10,566 円（1,057 円） 

要介護４ 12,265 円（1,227 円） 

要介護５ 13,922 円（1,393 円） 

 

  ●（介護予防）短期入所生活介護【ショートステイ】 

    短期間、特別養護老人ホームなどに入所しながら、介護や機能訓練が受けられます。別に食費・

滞在費を負担する必要があります。 

予 防 １日ごとの報酬。下表は特別養護老人ホーム併設型多床室の例。 

要支援１ 4,535 円（454 円） 要支援２ 5,644 円（565 円） 

※ 送迎、療養食、機能訓練体制などの加算があります。 

   介 護 １日ごとの報酬。下表は特別養護老人ホーム併設型多床室の例。 

要介護１ 6,061 円（607 円） ～ 要介護５ 8,888 円（889 円） 

※ 送迎、療養食、在宅中重度、機能訓練体制などの加算があります。 

 

  ●（介護予防）短期入所療養介護【ショートステイ】 

    短期間、介護老人保健施設や介護療養型医療施設などに入所しながら、医学的な管理のもとで

介護や機能訓練などが受けられます。別に食費・滞在費を負担する必要があります。 

   予 防 １日ごとの報酬。下表は介護老人保健施設（多床室）基本型の例。 

要支援１ 6,185 円（619 円） 要支援２ 7,787 円（779 円） 

※ 送迎、療養食などの加算があります。 

   介 護 １日ごとの報酬。下表は介護老人保健施設（多床室）基本型の例。 

要介護１ 8,385 円（839 円） ～ 要介護５ 10,596円（1,060円） 

※ 送迎、療養食などの加算があります。 

 

 ③ その他の在宅介護サービス 

  ●（介護予防）特定施設入居者生活介護 

    入居している有料老人ホームなどからサービスを受けたり、選択により外部からのホームヘル

プサービスやデイサービスなどを受けられます。 
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   予 防 １日ごとの報酬。入居施設から受ける場合。 

要支援１ 1,845 円（185 円） 要支援２ 3,153 円（316 円） 

   介 護 １日ごとの報酬。入居施設から受ける場合。 

要介護１ 5,455 円（546 円） ～ 要介護５ 8,182 円（819 円） 

※ 個別機能訓練（予防・介護）、夜間看護体制（介護のみ）などの加算があります。 

※ 外部からのサービスを利用する場合、費用は居宅で利用する場合の90/100となります。 

※ 事業所（介護のみ）によっては短期利用できる場合があります。 

※ 別に食費等を負担する場合があります。 

 

  ●（介護予防）福祉用具の貸与 

    居宅での介護に必要な歩行器や住宅改修をともなわない手すりなどの福祉用具を貸与します。 

   予 防 手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえなど 

       ※ 原則、車いすや特殊寝台などは貸与を認めませんが、歩行、寝返り・起きあがりが

困難な場合など、認められることがあります。 

介 護 

対象種目 

①手すり、②スロープ、③歩行器、④歩行補助つえ、⑤車いす、⑥車いす付属品、

⑦特殊寝台、⑧特殊寝台付属品、⑨床ずれ防止用具、⑩体位変換器、⑪認知症老人

徘徊感知機器、⑫移動用リフト（つり具を除く）、⑬自動排泄処理装置 

※ 要介護１の方は、原則として⑤～⑫の福祉用具の貸与を受けられません（歩行、寝返り、起

き上がりが困難な場合などが、認められることがあります）。 

※ ⑬の自動排泄処理装置は、尿のみを自動で吸引するものを除き、原則として要介護１～３の

方は貸与を受けられません。 

 

  ●（介護予防）福祉用具購入費の支給 

   予 防 介 護 要介護または要支援の認定を受けた方がポータブルトイレなどを購入した場合、

申請に基づき、その費用の一部として介護保険から福祉用具購入費が給付（払

い戻し）されます。なお、指定福祉用具販売事業所以外から購入した場合は給

付対象外となります。 

支 給 要 件 

・介護保険事業者として指定を受けた福祉用具販売事業者から購入したも

のであること。 

・要介護（支援）者の日常生活の自立を助けるために必要な用具であること。 

・購入種目が支給対象であること。 

対 象 
腰掛便座、自動排泄処理装置の交換部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動

用リフトのつり具部分、排泄予測支援機器 

利 用 限 度 額 

一人当たり同一年度 10 万円。１割（一定以上の所得がある方は２～３割

）は自己負担となるため給付額は９万円（２割負担の方は８万円、３割負

担の方は７万円）まで。10 万円を超えた額については全額自己負担。 
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  ●（介護予防）住宅改修費の支給 

   予 防 介 護 要介護または要支援の認定を受けた方が手すりの取り付けなどの小規模な住宅

改修を行った場合、事前申請に基づき、その費用の一部として介護保険から住

宅改修費が給付（払い戻し）されます。事前申請がなかった場合などは給付対

象外となります。 

 

支 給 要 件 

・要介護（支援）認定を受けている方が居住する住宅(＝住民票のある住

所地)であること。 

・改修内容が支給対象となる内容であること。 

対 象 
手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止等の床材変更、扉の取替え、便

器の取替え 

利 用 限 度 額 

居住する住宅に対して一人当たり 20 万円。１割（一定以上の所得がある

方は２～３割）は自己負担となるため給付額は 18 万円（２割負担の方は

16万円、３割負担の方は 14万円）まで。20万円を超えた額については全

額自己負担。 

 

  ●介護サービス計画（ケアプラン）の作成 

    本人や家族の希望を聞きながら、状態に最も適した介護（予防）サービス計画、または、総合

事業サービス計画を作ります。サービス利用にあたっての事業所との調整なども行います。 

   総合事業 地域包括支援センターの職員が総合事業サービス計画を作ります。 

１月につき 
事業対象者 

要支援１、２ 
4,471 円 （自己負担なし） 

   予 防 介護予防支援事業所（地域包括支援センター）の職員が介護予防サービス計画を作ります。 

１月につき 要支援１、２ 4,471 円 （自己負担なし） 

   介 護 居宅介護支援事業所の介護支援専門員が介護サービス計画を作ります。 

１月につき 
要介護１、２ 10,985 円 

（自己負担なし） 
要介護３、４、５ 14,273 円 

※ 初回加算（予防・介護）などがあります。 
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地域密着型サービス サービス費用の（ ）内は利用者負担額（１割の場合） 

 （原則として、市内の事業所のみ利用できます。） 

  地域密着型介護予防サービスは要支援１、要支援２の方、地域密着型介護サービスは要介護１～要

介護５の方が利用できます。 

  ●定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

    ホームヘルパーや看護師が密接に連携し、定期の訪問や随時の対応サービスを１日複数回、時

間帯を問わずに受けられます。 

   介 護  

１月につき（訪問看護を

利用しない場合） 

要介護１ 
～ 

要介護５ 

58,166 円（5,817 円） 263,714 円（26,372 円） 

１月につき（訪問看護を

利用する場合） 

要介護１ 
～ 

要介護５ 

84,865 円（8,487 円） 302,226 円（30,223 円） 

 

  ●夜間対応型訪問介護 

    夜間、ホームヘルパーの巡回や随時の訪問、利用者の通報に応じたサービスが受けられます。 

   介 護 

１月につき 基本夜間対応型訪問介護 10,465 円（1,047 円） 

 

１回につき 

定期巡回サービス 3,941 円（395 円） 

随時訪問サービス（１人対応） 6,003 円（601 円） 

随時訪問サービス（２人対応） 8,086 円（809 円） 

※ 24 時間通報対応などの加算があります。 

 

  ●地域密着型通所介護【小規模なデイサービス】 

    事業所などに通い、入浴や日常動作訓練、レクリエーションなどが受けられます。 

   介 護 １回ごとの報酬。下記は７時間以上８時間未満１回分の費用。 

要介護１ 7,605 円（761 円） 

入浴、個別機能訓練、栄養改善、口腔機能向上

などの加算があります。 

※別に食費などを負担する必要があります。 

要介護２ 8,994 円（900 円） 

要介護３ 10,423 円（1,043 円） 

要介護４ 11,843 円（1,185 円） 

要介護５ 13,263 円（1,327 円） 

 

  ●（介護予防）認知症対応型通所介護 

    認知症の状態の方が通所し、入浴・日常動作の訓練・レクリエーションなどが受けられます。 

   予 防 

単独型（７時間以上８時

時間未満１回につき） 

要支援１ 要支援２ 

8,736 円（874 円） 9,753 円（976 円） 

   介 護 

単独型（７時間以上８時

間未満１回につき） 

要介護１ 
～ 

要介護５ 

10,088 円（1,009 円） 14,482 円（1,449 円） 
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※ 入浴介助、個別機能訓練、栄養改善、口腔機能向上などの加算があります。 

※ 事業所によって、サービス提供時間等が異なり、費用も異なります。 

※ 別に食費などを負担する必要があります。 

 

  ●（介護予防）小規模多機能型居宅介護 

    利用者の希望などにより、通いを中心に訪問や泊まりのサービスが受けられます。 

   予 防 

同一建物以外（１月につ

き） 

要支援１ 要支援２ 

34,964 円（3,497 円） 70,661 円（7,067 円） 

   介 護 

同一建物以外（１月につ

き） 

要介護１ 
～ 

要介護５ 

106,001 円（10,601 円） 275,779 円（27,578 円） 

※ 初期、看護職員配置などの加算があります。 

※ 事業所によっては短期利用できる場合があります。 

※ 別に食費などを負担する必要があります。 

 

  ●（介護予防）認知症対応型共同生活介護〔グループホーム〕（⇒106～115ページ） 

    認知症の状態にある高齢者が５～９人で共同生活をし、家庭的な雰囲気の中で、介護スタッフ

による入浴・排せつ・食事など日常生活の支援や機能訓練などが受けられます。 

   予 防 

入居の場合（２ユニット

以上の場合１日につき） 

要支援２ 

7,584 円（759 円） 

   介 護 

入居の場合（２ユニット

以上の場合１日につき） 

要介護１ 
～ 

要介護５ 

7,625 円（763 円） 8,558 円（856 円） 

※ 要支援１の方は利用できません。 

※ 初期、医療連携体制などの加算があります。 

※ 事業所によっては短期利用できる場合があります。 

※ 別に食費などを負担する必要があります。 

 

  ●地域密着型特定施設入居者生活介護 

    29 人以下の有料老人ホームなどで日常生活の支援などが受けられます。 

   介 護 

１日につき 
要介護１ 

～ 
要介護５ 

5,495 円（550 円） 8,243 円（825 円） 

※ 夜間看護体制、個別機能訓練などの加算があります。 

※ 別に食費などを負担する必要があります。 

 

  ●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ※原則、要介護３～要介護５の方が利用できます。なお、

要介護１・２の方については、認知症や障がいがある等、特例的な入所が認められる場合のみ利用できます。 

    自宅では介護が困難な方が入所し、入浴・排せつ・食事などの介護が受けられます。 

   （29 人以下の特別養護老人ホーム） 



Ⅱ 介護保険制度 

－33－ 

   介 護 特別養護老人ホーム（ユニット型個室）の場合 

１日につき 
要介護１ 

～ 
要介護５ 

6,702 円（671 円） 9,551 円（956 円） 

※ 初期、個別機能訓練、栄養マネジメント、療養食などの加算があります。 

※ 別に食費などを負担する必要があります。 

 

  ●看護小規模多機能型居宅介護 

    小規模多機能型居宅介護と訪問看護のサービスを同じ事業所から受けられます。 

   介 護 

同一建物以外（１月につ

き） 

要介護１ 
～ 

要介護５ 

126,494 円（12,650 円） 319,195 円（31,920 円） 

※ 初期、緊急時訪問看護などの加算があります。 

※ 事業所によっては短期利用できる場合があります。 

※ 別に食費などを負担する必要があります。 

 

施設介護サービス 

  介護保険で利用できる施設サービスは３種類あります。介護が中心か、治療が中心か、またどの程

度医療上のケアが必要かなどにより、利用する施設を選びます。「要介護１」以上の方が利用できま

す。 

●介護老人福祉施設〔特別養護老人ホーム〕（⇒98～102 ページ） ※原則、要介護３～要介護５の方

が利用できます。なお、要介護１、要介護２の方については、認知症や障がいがある等、特例的な入所が認めら

れる場合のみ利用できます。 

    日常生活に常時介護が必要で、自宅では介護が困難な方などに、介護や健康管理を行います。 

 

  ●介護老人保健施設（⇒102～104ページ） 

    病状が安定し、リハビリテーションに重点をおいたケアが必要な方などに、介護や機能訓練を

行います。 

 

  ●介護療養型医療施設〔病院・診療所〕（⇒105 ページ） 

    急性期の治療が終わり、長期の療養を必要とする方などに、医療、看護、介護を行います（介

護職員が手厚く配置された病院など）。 

●介護医療院（⇒105 ページ） 

    主として長期にわたり療養が必要である方に、療養上の管理、看護、医学的管理の下における

介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行います。 
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介護老人福祉施設 

（特別養護老人ホー

ム） 

介護老人保健施設 
介護療養型医療施設 

（病院・診療所） 

 

介護医療院 

特 徴 
日常生活の世話を重

視した生活施設 

家庭復帰のための機

能回復を重視した療

養施設 

医学的管理を重視し

た長期療養の医療施

設 

医学的管理と日常

生活上の世話を一体

的に提供する施設 

対象者 

常時介護が必要で、在

宅生活が困難な要介

護者 

病状が安定期にあ

り、入院は必要ない

が、リハビリや看護・

介護を必要とする要

介護者 

病状は安定している

が、カテーテルで排尿

しているなど常時医療

管理が必要な要介護

者 

要介護者であって、

主として長期にわた

り療養が必要である

者 

利用者 100 人 

あたりの 

職員配置基準 

医師１人（非常勤可）、

看護職員３人、介護職

員 

31人、ケアマネジャー

１人など 

医師１人(常勤)、看

護職員10人、介護職

員25人、理学療法士、

作業療法士又は言語

聴覚士１人、ケアマ

ネジャー１人など 

医師３人（常勤）、看

護職員17人、介護職員

17人、ケアマネジャー

１人など 

医師３人（常勤）、

看護職員17人、介護

職員20人、ケアマネ

ジャー１人など（Ⅰ

型の場合） 

 

   ■ 施設サービスを利用したときの利用者負担 

     費用の１割（一定以上所得のある方は２～３割）のほかに、食費・居住費（金額は利用者と

施設の契約によります。）の利用者負担がかかります。 

 

【参考：標準的な１か月あたりの利用者負担の例：30 日間入所】    

施設区分 
利用者負担合計 

内訳 

１割負担の場合 
食費 

居住費 

多床室 ユニット型 多床室 ユニット型 多床室 ユニット型 

介護老人福祉施設 

（特別養護老人ホー

ム） 

86,431 円 123,364 円 17,431 円  19,834 円       

    43,350 円 25,650 円 60,180 円 

94,766 円 131,791 円 25,766 円 28,261 円       

介護老人保健施設 

78,631 円 127,745 円 23,971 円 24,215 円       

    43,350 円 11,310 円 60,180 円 

85,172 円 134,224 円 30,512 円 30,694 円       

介護療養型医療施設 

（病院・診療所） 

73,490 円  18,830 円         

 

-  

- 43,350 円 11,310 円 - 

91,104 円  36,444 円         

介護医療院 

78,905 円 128,840 円 24,245 円 25,310 円       

    43,350 円 11,310 円 60,180 円 

96,092 円 145,480 円 41,432 円 41,950 円       
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※ １割～３割負担は、要介護度や居室の種類などにより異なります。 

※ 食費・居住費は施設との契約により決まるため、金額が異なる場合があります。 

※ ユニット型個室的多床室・従来型個室（特養以外）は49,200円、従来型個室（特養）は、34,500

円が標準的な居住費（30日間入所）になります。 

 ※ 理美容代などの日常生活費については、別に実費を負担する必要があります。 

 ※ その他、国が定める基準を満たす施設では、別途加算料金が追加となる場合があります。 
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８ 介護サービス計画等（ケアプラン） 

◆ 要支援１、要支援２と認定された方、または事業対象者と確認された方は地域包括支援センターに依頼し、

要支援状態の悪化防止や改善に重点をおいた介護予防サービス計画または総合事業サービス計画[ケアプラ

ン]を作成してもらいます。 

◆ 要介護と認定された方は居宅介護支援事業所に依頼し、心身の状況や本人の希望に基づき居宅サービスな

どを適切に利用できるように居宅サービス計画[ケアプラン]を作成してもらいます。 

○ ケアプランの作成費用は、自己負担はありません。 

○ ケアプランは、自分で作成することもできます（総合事業サービス計画を除く）。 

○ ケアプランを作成する事業所等が決まったら、お住まいの区の保健福祉課の窓口へ「居宅サービス計

画作成依頼届出書」を提出してください。 

居宅介護支援事業所とは？ 

札幌市長の指定を受け、介護支援専門員を配置しています。要介護者の方の居宅サービス計画の作成を依

頼するときの窓口となり、サービス提供機関と連絡・調整を行います。 

 

地域包括支援センターとは？ 

 介護認定で要支援１、要支援２となった方や、事業対象者と確認された方が、自分らしく生活ができるよ

う介護予防サービス計画または総合事業サービス計画の作成を行い、必要なサービスが受けられるよう調整

を行います。 

 


